
岬町告示第１３号

介護保険法第７８条の規定による公示

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の規定により、指定居宅サービ

ス事業所を下記のとおり公示する。

令和 ７年 ３月 ６日

岬町長 田代 堯

記

１ 事業者の名称 株式会社和

２ 指定に係る事業所の名称 和（なごみ）ケアセンター

３ 指定に係る事業所の所在地 大阪府泉南郡岬町淡輪５７４５番地の２

４ サービスの種類 訪問介護

５ 廃止年月日 令和７年３月３１日


